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日野町情報公開条例 一部改 必要 理由と概要 

 

1 背景及び趣旨  

独立行政法人通則法 改 特定独立行政法人 廃 と 新た 身分

として 行政執行法人 定 た 日野町 条例中こ 語句を含 規定として

日野町情報公開条例 あ 特定独立行政法人 を 行政執行法人 改

こと 必要と った  

 

「 改 内容 

・特定独立行政法人を第7条第1号ウ中 特定独立行政法人 を 行政執行法人

改  

・そ 他文言 整理を行う  

 

」 附則規定 

成 「7 4 月 1 日 施行す  

－「－ 



日野町情報公開条例 一部を改正 条例 

 

日野町情報公開条例。 成1」 日野町条例第1号) 一部を次 う 改正  

 

改正  改正前 

 

。公開請求 手続) 

 

。公開請求 手続) 

第6条 公開請求を う 実施機関 対 次 掲

事項を記載 請求書。 公開請求書 いう )を提出

い  

第6条 公開請求を う 実施機関 対 次 掲

事項を記載 請求書。 公開請求書 いう )を提出

い  

。1)及び。「) 略 。1)及び。「) 略 

。」) 前条第4号 掲 あっ 利害関係を 事由 。」) 第5条第4号 掲 あっ 利害関係を 事由 

。4) 略 。4) 略  

「 略 

 

「 略 

。実施機関 公開義務) 。実施機関 公開義務) 

第7条 実施機関 公開請求 あっ 公開請求 係 公文書

次 各号 い 該当 情報。 非公開情報 いう )

記録さ い 場合を除 公開請求者 対 当該公文書を公開

い  

第7条 実施機関 公開請求 あっ 公開請求 公文

書 次 各号 い 該当 情報。 非公開情報 いう )

記録さ い 場合を除 公開請求者 対 当該公文書を公開

い  

。1) 個人 関 情報。事業を営 個人 当該事業 関 情報を

除く ) あっ 当該情報 含ま 氏 生 日そ 他 記

述等 特定 個人を識別 。他 情報 照

合 特定 個人を識別

を含 )又 特定 個人を識別 い 公

個人 権利利益を害 そ あ

次 掲 情報を除く  

。1) 個人 関 情報。事業を営 個人 当該事業 関 情報を

除く ) あっ 当該情報 含ま 氏 生 日そ 他 記

述等 特定 個人を識別 。他 情報 照

合 特定 個人を識別

を含 )又 特定 個人を識別 い 公

個人 権利利益を害 そ あ

次 掲 情報を除く  

ア 法 若 く 条例。 法 等 いう ) 規定 又

慣行 公 さ 又 公 予定さ い 情報 

ア 法 若 く 条例。 法 等 いう ) 規定 又

慣行 公 さ 又 公 予定さ い 情報 

イ 人 生命 身体 健康 生活又 財産を保護 公

必要 あ 認 情報 

イ 人 生命 身体 健康 生活又 財産を保護 公

必要 あ 認 情報 

-」- 



ウ 当該個人 公務員等。国家公務員法。昭和「「 法 第1「0号)第「

条第1項 規定 国家公務員。独立行政法人通則法。 成11 法

第10」号)第「条第4項 規定 行政執行法人 役員及び職員

を除く ) 独立行政法人等。独立行政法人等 保 情報 公

開 関 法 。 成1」 法 第140号)第「条第1項 規定 独

立行政法人等をいう ) 役員及び職員並び 地方公

務員法。昭和「5 法 第「61号)第「条 規定 地方公務員をい

う ) あ 場合 い 当該情報 そ 職務 遂行 係 情

報 あ 当該情報 う 当該公務員等 職 氏 及び

当該職務遂行 内容 部分。当該公務員等 権利利益を不

当 害 そ あ 情報を除く ) 

ウ 当該個人 公務員等。国家公務員法。昭和「「 法 第1「0号)第「

条第1項 規定 国家公務員。独立行政法人通則法。 成11 法

第10」号)第「条第「項 規定 特定独立行政法人 役員及び

職員を除く ) 独立行政法人等。独立行政法人等 保 情報

公開 関 法 。 成1」 法 第140号)第「条第1項 規定

独立行政法人等をいう ) 役員及び職員並び 地

方公務員法。昭和「5 法 第「61号)第「条 規定 地方公務員

をいう ) あ 場合 い 当該情報 そ 職務 遂行 係

情報 あ 当該情報 う 当該公務員等 職 氏

及び当該職務遂行 内容 部分。当該公務員等 権利利益

を不当 害 そ あ 情報を除く ) 

エ 個人 権利利益を不当 害 そ く 公

公益 必要 あ 認 情報 

エ 個人 権利利益を不当 害 そ く 公

公益 必要 あ 認 情報 

オ 当該個人 公 意 い 情報 オ 当該個人 公 意 い 情報 

。「)～。8) 略 。「)～。8) 略 

附 則 

条例 成「7 4 1日 施行  
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